
KECC × 京都府テレワーク推進センター 共催セミナー

※参加無料。起業家、経営者、人事・労務担当者など、どなたでも参加可能です。

第
1
部

関西圏国家戦略特区

関西圏雇用労働相談センター

URL https://kecc.jp/seminar_list （右記QRコードをご利用ください）
TEL ０６－６１３６－３１９４ E-mail info@kecc.jp

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル8階K827号室
［相談対応時間］月曜日～金曜日の11時から20時（祝日・年末年始を除く）
［アクセス］JR大阪駅 中央北口より徒歩10分

お申し込みは下記URL、お電話、Eメールにて承ります。

14:00

15:00

登壇者：伊藤 友重氏（中小企業診断士・京都府テレワーク推進センター相談員）

第
2
部

組織が開花する働き方改革～業務改善の手法～

日時

会場

12月17日(金) 14:00 ～ 17:00

オンライン＜zoom＞による開催
お申込みいただいた方へ、URLをご案内いたします。

第
3
部

個別相談会(事前予約制)

昨今、働き方改革が必要とされる背景を踏まえると、単に年次有給休暇の取得率
を上げたり、時間外労働を減らしたりすることだけが働き方改革の目的ではありま
せん。企業が市場の変化に対応していくためには、生産性を向上させることが欠か
せません。多様な働き方の時代にあって、組織・従業員が「働きがい」をもって企業
の持続的成長に貢献するために、業務を思い切って効率化、改善する手法について、
ご説明いたします。

北摂マーケティング合同会社
中小企業診断士、経営コンサルタント、総務省テレワークマネージャー

～

15:00

1６:00

～

16:00

17:00

～

お申込みいただきました企業様に講師とオンラインで個別相談を承ります。
（1社あたり最大15分。予めお時間を指定させていただきます。）

テレワークの普及をはじめ、就労環境改善や業務改善など、多様な働き方や働き方改革に関する支援をしている
KECCと京都府テレワーク推進センターが、業務改善と労務・雇用のポイントについて共催セミナーを開催します。

登壇者：今村 世津子氏（社会保険労務士・KECC相談員）

「柔軟な働き方」だからこそ、押さえておくべき労働法
テレワークやフレックスタイム制など「柔軟な働き方」が行われているところですが、
柔軟だからこそ気を付けなければいけない点や、押さえておくべき労働法があり
ます。働き方改革関連法に沿って、労働時間管理やメンタルヘルスへの配慮などを
チェックしていきます。雇用指針を参考に貴社の働き方改革をご一緒にPDCAし
ていきましょう。

いまむら事務所 特定社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

京都市下京区四条通室町東入函鉾谷町78番地 京都経済センター3F
【相談対応時間】9時～17時（祝日・年末年始を除く）

京都府テレワーク推進センター


